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ナ チスの農業綱領

大 野英

I 

ナチスの権力掌握の前提条件が，その広範丘中間的社会層，なかんずく農民

虐の把握によって形造られていったことは，研究史上すでに指摘され℃きたと

乙ろであり，ょの点について私も旧稿においてひとつの分析を試みた九

そうしたナチスの農民層把握のきさしをいち早〈予見した同時代人の証言と

して，ここではさしあたって，退役陸軍大佐，ヂクセ Y主公使テーア Albrecht

von ，Thaerの1930年 3月13日付、ン品ライヒャー Kurtvon Schleicher宛書簡z)

における「冷静な，醒めたJ3J洞察を掲げておこ号。

そこでテーアは，はじめに，エノレベ川以東で，農業にはじまった危機が工業

をも捉え，農村や都市で企業の倒産があいつぎ，失業が増大していることを指

摘したのちに，次のように述べている。

『世界経済全体が困難な状態にあるにもかかわらず，こうした破局がわれわ

れに生じることを避けることはできました。責任ある地位のひとびとが古代朱

聞なほど良心がなく無能であるために，この破局主招いたのです。 農民の

息子は誰ももはや父の農地を相続することもできなければ，兄弟姉妹に金を渡

1)大野英二「ドイツ フアヅズム也社会的虐盤J W経済論叢』第105巻第4.5.6合併号. 197C年，
50-78ベ デを嘉照きれたい。

2) Quellen zu 'Bruni暗.veroffent1icht von Heinrich Mutb， in; Geschichte出 Wissenschaft

und Unterγ"icht. Bd. 14， 1963 (Quelle Nr. 1: Albrecht von Thaer. Oberst a. D. und 

Generalbevollmachtigter des Konigs von Sachsen an General von Schleicber， 13. -Marz 
1930). S. 224-226 

3) シュヲイヒャ は1930年3月18日付マイスナ Qtto Meisner宛書簡のなかで， まえからテ
ーアを「冷静な，醒めた人物」として知っているからこそ，このテーアの書商を送達する旨を述
べている (Quellf'llzu Brilning-Qt肥 lleNr. 2: General yon Schleicher an Staatssekretar 

Dr. Meisner， 18. Marz 1930， S. 226)0 
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すこともできそうにありません。どの農場主もその土地を維持してゆけると信

じることができないでいます。青少年の前途ばまったく絶望的です。かれらは

諦めて未来を眺めています。'

事態のこの怖るべき重大さを西部は(これにはベルリンもまたたしかに入っ

ています〕総じてまだまったく分っていません。

東部のこの『陥没』は，最も極端な政治的展開のためばかりでなく，われわ

れの東方の隣人たち Eポーヲンド人一号開者〕のためにも，絶好の機会でありま

す。

乙れに対して，ただひとつの手段が残っているだけです。つまり，われわれ

の内政全体を即時にラディカノレに転換させること，なかんずし農民が一切の

経済と一切の政治の最も重要な基本要因であるという認識に沿って，経済政策

の方向を首尾一貫して定めること，これであります。一一緑色戦線にたしかに

必要な節操をもった知識人がいます。私はまず第1にプラ γデス Brandesの

ことを考えます。しかし，かれらのこれまでの活動がまったく成功しなかった

ことは，いまり体制が，かれらに従う能力がなしむしろ着手された一切の措

置を迂回してサポタージュしていることを示していま F。このような事情にあ

って，極端な方向が強力に展開されることは驚ろくにあたりません。~ナ

チス』の蔓延はまフた〈驚ろくばかりです。すべてのひとびとが，なかんずく

青少年が，しかも，すべてのサーグノレから，すべての政党から，右翼から，左

翼から，また中間からも，ナチスに馳せ参じています。一一未来はもろ寸 <I~

ナチスのものです。乙の時代の困建のなかにあって，ナチスの攻撃の〔ああし

たりた〈ましさやナチスの宣伝の燃えるような活力をひとは時代のためにあ

下にLなければならないのです。

ここにひとつの兆候があります。 ドィ、ノ人民党員で，東部のある大政庁の現

役の古参の行政長官をしている私のいとこが言っていました。~われわれはす

でに12用の州選挙ですべて〔マルクス主義者を唯一の例外として入行政長官

からタイピストにいたるまで， もうただ「ナチ」だけに投票したのです。どう
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して? われわれはカオスに絶望し泉士元のです。われわれは，数か月できえ

ζ の上うに続いてゆ〈ととを望まないのです。ナチエの綱領がたとえどんなに

混乱Lていても，ナチエはきっと現在のみじめな国家制度を片付けてくれるこ

とでしょう。しかし，いまより悪くなることはあり得ません。あるいは，われ

われは再び立ち直るかもしれません.IJ心。

ここではまず，世界経済恐慌下におけるドイツ，なかんず〈東部ドイツが直

面する深刻な危機の中枢は農民明題にあり，この解決に焦点を合わせて，内政

全体を転換させ，経済政策を操舵してゆ〈ことこそ，政府の基本的課題である

ことが指示されている。しかも，緑色戦線 GruneFrontの活動にもかかわら

ず，ナチスの運動の蔓延は顕著であり，そうしたナチスの農民層把握の成功は，

主にナチスの運動の現状打破の攻撃力や宣伝力にもとづくものとして捉えられ

ている。ナチスはむしろ，ゲλ ナ Dieter Gesnerの叙述するように，次第

に与党化してゆく緑色戦線と異なって iそり妥協の余地のない農業プロパガ

yタゃをもって緑色戦線の大衆基盤を解体J"していったのであるがω， そのよう

なナチλ の農民層把握の成功の秘密を解くキめには， もとより，テーアのいう，

ナチスの攻撃のたミ圭 L きや宣伝の感え~土ろ走治カもまた軽視し得ないとし

ても，ナチスの攻撃や宣伝の方向や内容がなによりもまず問題とされねばaなら

ないであろう。

そうしたナチスの運動の具体的な形態を捉えるための手がかりとして，小論

においては，ナチλ の襲業綱領，なかんずしナチ党史上「特定の職業身分に対

する最初にして唯一回の綱領による布告J"といわれる. 1930年3月 6日の「園

4) Que11en zu BrUniηg> S_ 224f 原立のイタリック申箇所は訳士に傍点、を付したa

5) Dieter Gesner， lndustrie und Landwirtschaft 1928-1930， in: Indllsl吋elles，Systemund 

ρulituche Enhvicklung in dcγ1川町nare1"Re戸必lik，h四 g.von Ha回 Momm問 n，口let由"
Petzina， -Bernd、N"eisbrod， D回 se1dorf1974， S. 7Tl. 

6) 中村幹瞳「ワイマール共和制末期における農民層の政治的動向J ~史林Jl 196C年，第3号， 56 

へーク，豊永奉子「羅色戦線とヴァイマル共和制期の農業政策J ~史林:J 1974年九第2号， 26-

27へ ジを併せて参照せよ。
7) Hors北 Gies，R. WaltheγDa，γ-e und die natwncusazuUis加 cheBauernρ>olitik in den 

Jahren 1930 bis 1933 CInaugural-Dissertation)， Frankfurt 8. M. '1966. S. 32 
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民社会主義 Fイツ労働者党の農村佳民および農業に対する立場についての党公

式声明J(Parte日 ntlicheKundgebung ub目 dieStellu珂 derN. S. D. A. P.四回

Landvolk und zur Landwirtschaft)にかんして考察を試みてみたく思う九

11 

ガーシヱ Yクロン AlexanderGerschenkronは， ナチ党が， 1930年の農業

綱領の発表を契機に，卓越した宣伝技術や巧妙なスローガ Y の選択をもって，

なかんずし未知数の党としての新鮮さを魅力として，広範な農民大衆の吸引

に成功を収めτ，1930年 9月の国会選挙に大勝利を収めたことに言及している

が， ιの農業綱領の内容そのものについ℃は r以前にユンカ やそり組織に

よって繰り返えし主張されていなかったもりは，ほとんどなにもなかったJ~) e:.. 

叙述している。また，メルカ Paul Mcrkcr も rこの布告は虚偽と欺臓の

新しい傑作であったJ10)と評価したにすぎない。 しかし， 問題はナチ党農業綱

領が内容的に独創性をもっていたのかどうか，あるいはその内容が権力掌握後

に実現されたのかどうか，といった点にあるのではない。まさししずァイ 7

ノレ共和制のはらむ農業=土地問題が世界経済恐慌下に新たな様相を帯びてくる

状況のなかで，ナチ党がどのような方向へ運動を展開しようと志向したのか，

8) ナチ党綱領にかんしては，わが国では戦前に有沢広巳「ヒットラー運動は何処へゆく J ~中央
公論II1932年3月号， 48-64へージ〔同著『腫t守政策ノート』学風書院1949年" 179-214ベージ再
最]において.192C年のナチ党綱領の一部分に対して批判が試みられており，戦後には大野英二
「ャイツ資本主義の類型と桂済政策の展開J(内田義彦・大好英二，世谷 彦・伊東光晴平田
清明『経済学史』経清学全集3.筑摩書房1970年，第2章「類型 『国民経済Jの歴史と理論[IJJ) 
11-157へージ，鹿毛達雄「ナチズムの撞頭」岩波講座『世界歴史~ 23.岩波書眉1971年.，479-515

ヘ ジ，村瀬膚雄「ナチスはこうして発展した一一農民 中産階紐が支持したのはなぜか一一l
『丹刊エコノミストII1974年7月号， 45-53ベージ等があるが，栗原優「ナチ党綱領の歴史(上〉
暫定綱領から不可変鯛闇 J~画洋史学』第93号， 1974年， 1-22へージおよび同「ナチ党綱領

の歴史〔下〕一党綱領と経済界一J~箇洋史学』第94号， 1974生. 1-2主ベータが包括的な検討を試
みている。

9) Alexander Gerschenkron， Bread and Democracy 凹 Ga明 .any，Berkeley .and Los-
Angeles 1943， p. 146 

10) Paul Merker， Deutschla拍手品inoder Nicht Sein? L Band Von Weimar zu Hitler~ 
Mexico 1944， S. 205 
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さしあたって，この点のみが問題である Q

1930年のナチ党農業綱領は，退役陸軍大佐ヒ ノレル KonstantinHierlの組

織局第 2組織部 Organisations-AbteilungIIが，国会における党農業専門家ヴ

ィリケンス WernerWillikensおよびミュ yへ Y全国 指 導 部 Reichsleitung

in Munchenにおける党農業専門家ヒムラー HeinuchHimmlerの協力を得

て，起草したものと目されている叫。この農業綱領が発表されて間もなく， 5月

以降，農業専門家タレ RichardWalther Darreによるナチ党農政組織 Der

agrarpolitische Apparat C =aA) der NSDAPの構築が推進されて円ナチ党

は広範な農民層の把握に成功を収め，ギース HorstGiesのいう「農民政党J13}

(Bauernpartei)ヘ急旋回を遂げてゆくのであり，農業綱領もこのような運動の

指針と Lて理解さるべきであろう。

[1) 農業綱領は， はじめに il.農村住民および農業のドイツ民族に対す

る意義」叫において， 戦前。ドイツが食糧輸入を工業輸出や貿易や外国投資か

らの収入で支払い得たのに反して，戦後のドイツは食糧輸入を主に外国借款に

よコて支払わなければならないために.園際金融界 lnternationaleHochfir羽田

の債務奴隷制へ〈み込まれているという認識を前面に押し出す。国際金融界，

つまりユダヤ主義的なイ Y タ ナジョナリズムが支西日するず主ノレサイユ休制に

編み込まれたものとして，ヴァイマノレ共和制に対して反ユダヤ主義的な;5'ウル

11) H. Gies.ゆ cit..S. 32 f プロックはこの農業綱領が主位ダレによって起草されたものと叙
述しているが (CharlesBloch， Die SA und die Kri.se des NS-Regimes， Frankfurt a. M 
19叩 .S. 25)，ギ ァ、によれば，ダレは起草に参加していなかった。 しかし，〆レの193C年3月

16日付ツィーグラ Dr. Ziegler宛書簡では，次りように記されている。「特別の関心をもって
私は最近『ソエルキツシャーベォァアハタ 』輯 Cナテ党り党公式り農業綱領を読みました。私
はそれに 語一語賛成です」と(H.Gies， o.ρ cit.， S. 35 An乱入

12) H. Gies， 0ρcit.， S. 35 ff 
13) Ib低， S. 89 

14) Gottfried Feder， D.田 Programmder N. S. D. A. P. und seine tveltanschaulichen 

Grun晶ぜdan是円7，Nationalsozialistische Bibliothek/HeJt '. Muncher主 ]932，S. 6 

15) 反ユダヤ主義の問題については，なかんずく， 1873年恐慌にはじまる19世紀末「大不況」期に
おける社会的風潮の変化にとも怠って高まってくる反九ダヤ主義の潮流と関連させて考聾さるべ
きであり，この点にかんしてはまず HansRosenberg， Grosse Depression und Bisn回 rckzeit，
Berlin 1967， S. 88-1ユ7(Moderner Antisen世田nusund vorf醐 chistischeStro皿 unsen)を参
照せよ。
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トラ ナvョナリズムの視点からの批判が出発点をなすものといってよしこ

の点はアウタノレキー論と Lて提示される。

すなわち，この国際金融界への隷属からの解放は， ドイツ民族の食糧自給の

達成によってはじめて可能とされることが主張され，いきなり，論理的な媒介

なしに.子占?</v 4'二白志会自よゐ志向が提示されて r白内長桑ゐ生産古ゐ

向上は，それゆえに，ドイツ民族の死活問題となった」閣と短略されるのである。

さらに， こうした園内農業生産力の向上による農村住民の購買力の拡大は，

今後ますます圏内市場に依存してゆく工業の販路にとっても決定的に重要とな

ることが指摘されて，農業全議在E十主白内市場金金ゐ蕗換が提示されると同

時に，長良」身告会 Ba叩ue町r口rn田1副st担a1凶はそうした農業の担い手であるだけでなくし， r良

品永Eゐt盛量生ゐ圭安企t車包Cふ、宇， 良1主ゐ会主Gゐ長， 防喬元ら背骨」叩でもあって，

この農民身分の維持こそナチスの政策の礎柱をなすことが強調されて，農業南町

領がなによりもまず長良痢告であることが謡われている。

(II] 次に 12 現在のドイツ国家における農民身分の軽侃と農業り等閑

視J18)において， ヴァイマノレ共和制のもとで， ょの農民身分が最も脅かされて

おり，農業負債の重圧や農業収益性の破綻は，ユダヤ入の影響下にあるドイツ

議会7そクフシーの農業に不利な租税政策や関税政策，主にユダヤ人の手中に

ある農産物の仲介卸し商の不当な高利潤，たいていはユダヤ人のヲンツ旦ノレy

へ支払われる人士iI'.iBfゃ竜f;の暴拘由岳等に，起因するものと叙述される。こ

うして，農業綱領は農民層のユダヤ人貸付資本 Leihkapitalの利子奴隷制への

隷属を強調して， 反ユダヤ主義の方向を運動の基調に定めているo いうまで

もなし利子奴隷制の打破 Brechungd~r Zinsknechtschaftは， 1920年 2月

25日にミュンヘンのホーフブロイハウス・フェ月トザーノレで発表された「国民

社会主義ドイツ労働者党綱領J(Prog日 mmder . Nationalsozialistischen Deutschen 

16) G. Feder， op. cit.， S. 7 原文で g.esperrtの箇所は訳文に樟点を付Lた。以下同じ.

17) Ibid.. S. 7 

18) lbid.， S. 7 
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A，b目terpartei)において特に強調されたところであるが19)，いま農民問題との関

連で具体化された点で新しい展開ιいってよい。キュ Yノレ ReinhardKuhnl 

は， こうした反ユダヤ主義の宣伝でもって，小農民の救済への期待と大土地所

有者の現状維持の希望が操作され，なかんずく独立の小農民層一一一プラッヒャ

ー Kar1Dietrich Bracherのいわゆる「都市の小市民層の農村における等価」醐

←ーーがナチエに捉えられたことを指摘している21)。

CmJ さらに，農業綱領は，このようなドイツのジュタァトヮス・グヴォー

に対して， 13 われわれの求める将来のドイツ国においてはドイツの土地法が

適用し， ドイツり土地政策が行なわれるべきである」即の叙述において， 9項目

の指針を掲げているが，そこには農業綱領の基本的性格を特徴づける項目が含

まれているので，ややたちいって検討を加えてみたく思う o

(1) 第 1~5 項目においては， ドイツ民族同胞のみがドイツの土地を世襲的

に所有することが強調され，民族全体の福祉のための土地利用の義務と結びつ

いた土地所有権の擁護のために，なかんず〈向営農業者の土地所有権の保護の

ために，土地が金融投機の対象や不労所得の源泉とされてはならないこと，

切の土地売買における国家の先買権や私的な金貸しの土地抵当金融の禁止，適

切な土地収益税の徴収等が掲げられている。

(2) ところで，農業綱領は，すぐれて農民綱領として提示されているとして

も，大土地所有に対して決して敵対的ではなしこの点は経営規模にかんする

大中小経営混合論としてあらわされている o

16，農業経蛍の規換にかんしてはなんら図式的な規制をあたえることはで

きない。

多数の生活力ある中小農民地が人口政策上の観点、から特に重要である。

19) lbid.， S. 20 
20) Karl D且etrichBra.ιher， Die Auj{osunr; d.er We四日rerRe出品lik.2. Auflage Stuttgart-

Di.isseldoTI 1957， S. 168 
21) R日 nhardKuhnl， Die nationalsozialistische Linke 1925-1930， Meisenheiln am GIan 

1966， S， 81 
22) ，G. Feder， op. cit.. S. 8 
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それと並んでしかし，大経営もまたその特別の必要な任務を果たLており，

中小経営と定全企肉保に立つ権利をもっ。J23)

こう Lて，大土地所有の分割によって農民的利害を伸張する構造変革の方向

ではなし大土地所有の存立，したがって東エルベのュンカー的土地所有の存

立もまた容認する土地所有関係の現状維持の方向が再確認された。

このような米中小経営混合論は， 1920年のナチ党の綱領の註解と目され，

1923年秋，ヒトラ一一段の直前にフェ タ Gottfried Federによって執筆さ

れた「届民社会主義ドイツ労働者党の国家および経済綱領J(Das Staats二u:nd

Wirtschaftsprogramm der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei) におし、

てすでに提示されていた。そ ιでは経済政策白原則として r8.国民社会主義

は原則として私有財産をゑ認いこれを国家の保護のもとにおく J24lと叙述され，

私有財産を否定する立場をとちないことが闇明にされるとともに r12田小=

中および大経営の健全な混合が，経済生活のすべての領域で，したがって農業

においても，維持される」おうと叙述されている。

ζ の大中小経営混合論が農業綱領で再確認されたことは，キ =<--yノレが指摘

するように，農業危機が全般的恐慌と絡み合うさなかに，ナチ左派が要求しで

きた中小農民のための大土地所有の収用の機会が訪れたにもかかわらず，すで
〆酒^アグラ""ル

にナチ党指導部が大農場主のサークノレと強〈結びついていたという事情にもと

づくものであった，とさしあたって理解しておいてもよいであろう拍ロ

(3) こうして， ヴァイマノレ共和制末期に経済政策上の主要な争点のひとつと

なった大土地所有の収用の問題にかんして，農業綱領の規定もこの大中小経営

混合論によって制約されている ζ とは看過され得ない。

土地収用の問題は，ナチ党の運動において，かなりの変遷を示しているので，

23) Ibid.， S. 9 

24) Ibid.， S. 35 なお， この点、に関連して，栗原優「ナチ党綱領の歴史〔上)J前掲， 9-11ベージ
にお付るいわゆるフヱーダー綱領にかんする叙述を毒照せよg

25) G. Feder， op. cit.， S. 35 
26) R. Kuhnl， ot. cit.， S. 211 
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まず，この点の考察からはじめよう。周知のように， 1920年のナチ党綱領第17

条は土地改革を誼い rわれわれは，国民の要求に適合した土地改革，公益を

目的とする土地の無償収用のための法律の制定を要求する。地代の撤廃と一切

の土地投機の防止』叩と叙述していた。キューンノレが， 1920年のナチ党綱領は

生産手段についても私有財産を前提としており，ただ中間層のために若干の修

正を認めるにすぎず，第17条もこの枠を破るものではない， という理解を示す

ばあい円そうした理解はナチ党の実体としては正鵠を射ているとしても，綱

領の表現には別個の解釈を許す余地があったからこそ，上述のフェーダーの

1923年のナチ党綱領註解において私有財産の原則的承認が明示されたのであろ

うし，また， 1928年 4月13CJ何で，ナチ党綱領第17粂に対してヒトラ-Adolf 

Hitlerの次の「声明J(Erklarung)が改めて発表されたものといわなければな

らない。

「われわれの敵の側からのナチ党綱領第17条の虚偽の解釈に対して次の確認

が必要である O

ナチ党は私有財産の基礎に立脚しているので，おのずから明らかなように，

『無償収用』の個所は非合法に取得されたり，民族の福祉の観点に沿って管理

されていない土地を，必要があれば，収用する法律の制定を指しているにすぎ

ない。 Lたがって， これはなによりもまずユダヤ人の土地投機会社に向けられ

亡し、る。J291

フェーダーが叙述しているよ Jうに， 1928年5月の国会選挙にさいLて，ナチ

党綱領第17条は， 農村同盟 Landbund中農民党Bauernparteiやドイツ国家

人民党 Deutschnational~n によって攻撃の素材とされたのであったが円この

「声明」をめぐって異なった角度から照明があたえられている。

(司 キューンノレは， ζ の「声明」はなによりもまず， ヒトラーら党指導部の

27) G. Feder， op. cit.， S. 20f 
28) R. Kuhnl. op. cit.， S. 64 

29) G. Feder， op. cit.， S. 21 
30) Ibid.， S. 5 
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シュトラヅ十一兄弟 Gregoru. O~to Straserらナチ左派の危険な解釈を阻止

しようとする努力と理解する叩。

1925年 9月10日の北=一西部ドイツ大管区共同体 Arbeitsgemeinschaft der 

nord-und westdeutschen Gaueの結成を契機に，ミェ YへYの党指導部に対し

相対的に独自に行動するグレゴーノレ・シュトラッサーらのナチ左派の形成をみ

たが， 1925/26年のシ三トラッサー綱領といわれる「国民的社会主義の包括的綱

領の起草草案」四(Dispositionsentwurfein白 umfassendenProgramm d自由tionalen

S田副ismus)は，ナチ左派の構想の体系的な表現であった。その N.経済政策

A. 農業政策の項目においては，土地所有の限度は1000モノレゲ/'(250ヘクタ

ール)(土質I)の農場規模までに制限され， 1000モノレゲY を超える大農場は，

予めドイツ国籍の農場労働者に各 2モノレゲγ 授けられた0ちに 50ないし 200

モノレゲY 仕切ないしGOヘクター/けの農民農場へ分割されて， 新設の農民農場

は世襲借地として固から貸与されること，また，国有地は分割から除外され，

模範農場として整備されて，農業会議所の監督下に管理されることが指示きれ

ている問。そとには大土地所有の分割にもとづく農民的土地所有の拡大という

士地分割の要求が明確に打ち出されている。キュー γノレは，ナチ左派がζ うし

た土地改革の要求を固執し続けたために，党指導部はその社会的上層階級との

提携の路線に沿って，大土地所有に対する攻撃を回避すべく r戸明」を発表

したものと捉えるのである刊。 ブロググもまた，ナチ左派の社会的要求に対し

て資金供給者を安心させるために「声明」が発表されたものと叙述しているお」

加) これに反して，ギースは，ナチ党綱領第17条の私有財産に敵対的な態度

31) R. Kuhnl. 0ρ cit.. S. 80 
32) V gL Zur Programmatik der nationalsozialistischen Linken: Das Strasser-PrograIllffi 

von 1925/26 (R. K出 nl)，回目:erte/Jahreshej'te.;市rZ~it:gew:hichtp.. 14. Jahrgang 1966 
3. Heft， S. 324 ff.シュトラッサ 綱領草案は，グレゴーノレ・シι トラッサーの構想が軸となっ
ており，その経済や金融の和田にわたる内容からみて，主に経済学者オγ ト ーシι トヲ γサ
が作成したものと，キューソルは推定してし、る (Ibid.，S. 32Qfー)。

33) lbid.. S. 327 

34) R. Kuhnl， op. cit.， S. 80 
35) C. Bloch. op. cit.， S. 25 
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によって，ナチ党が農村に根を下ろすことが妨げられたために，農村における

l政敵の第17条にかかわる宣伝を無効にすべく I戸明」が発表されたものと理

解する。農業危機が歴然となり，国会選挙も間近かとなってきたため，党指導

部が農村選挙人の貯水池をも政治的計算へ〈み入れた最初の兆候が「声明」で

あったと主張されている冊。ヴインクラ-Heinrich :August Winkler もまた，

ヒトラーが第17条に新解釈をあたえたときに，ナチズムの修正主義 Dernatio. 

nalsozialistische Revisionismusは頂点に達したのであり， Iこの綱領土の声明

の直接の名宛人は， 1927年以来農業危機の継続のもとに苦しんでいた農民であ

った」即と叙述している。

このように，キュー Y ノレとギ-7，やザインクラーの聞に視点、の差異が認めら

れ，ナチ左派の分析を主題とするキューンノレにあっては，ナチ左派の運動が直

面した北東ドイツの大土地所有に対する土地改革の問題に関心の焦点が定めら

れたのに反して，ナチ党の農民政策を分析するギ スや，ナチ党の社会的基盤

を問題とするヴインク 7ーにあっては，シュレスヴィッヒ=ホノレシークイソを

はじめ農民層が支配的な地域におけるナチ党の運動に照明があてられている左

いフてよい。しかし， ナチ党指導部がナチ左派をおきえて 1928年 4月13日の

「声明」を発表したにせよ，この「声明」を農業危機のさなかに農民層の把纏

へ進出してゆこうとするナチ党の志向をあらわす指標として捉えるギースとヴ

ィγ クラ の理解がナチ党の運動の現実の方向をさし示すものであった。

ナチ党のこの農民層把握の志向は，さらに，農業綱領によって具体化される

のであるが，土地収用の問題についても有償収用と無償収用との 2形態のもと

にヨリ具体的に提示される。

i8 国家は適当な補償をあたえて次の土地を収用する権利をもっ。

36) H. li-ies. ot. czt.， S. 25 u. 28 
37) Heinrich August Winkler， Mtttelstandsbewegung oder Volkspartei? Zui sozialen B品"

der NSDAP， Referatmanuskript (30. Versarnmlung Deutscber Historiker皿 B四 unsch
we，日 Oktober1974; Sektion 5 Zu.r品 zialgeschichte品sFasc;;ismus: D，日1tschland
und ltali臼 'l I1n Vergleich)， S. 5 
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和) ドイツ民族同胞の所有でない土地a

(同所轄の職業身分裁判所の判決によれば，所有者の無責任な乱脈経営のた

めに民族の扶養に役立つていない土地。

判所有者によって自営されていない大土地所有のうち，自由な農民層の植

民 Ansiedlungの目的にあてられる部分。

(d) 民族全体のために特別の園家目的(たとえば，交通施設，国土防衛〉に

必要とされる土地。

(ドイツ法の意味において〉非合法に取得された土地は無償で収用される」却。

有償収用の(a)および無償収用の規定は反ユダヤ主義を中核とする社会的ショ

ヴ 4ニスムにつながる可能性をもち，有償収用の(防および(0)の規定は経営的

に破綻した土地所有や寄生的な大土地所有の収用にもとづく農民的土地所有の
/ 

拡大を調うものといってよしいずれも，すぐれて農民的な利害関心に訴えよ

うとする基調をもっていた。しかし， ζの第8項目も，上述したように，第 6

項目の大中小経蛍混合論によって制約されて大土地所有り分割にかんしては徴

温的なものにとどまることが示唆されている。

(1) ともあれ， 1930年のナチ党農業綱領においては， 192口年のナチ党綱領に

見出された土地改革Bodenreforrnの用語は消失しており，基本酌には，ラデ

ィカノレな反ユタヤ主義と徴温的な土地所有関係の改革とを結びつけて，農民的

な利害関心に訴えようとする志向が見出きれるのであるが，土地収用の問題と

関連して，植民 Siedlungの問題もまた展開されており，この第 9項目には農

業綱領に独自の視点が含まれている。

19 自由に処理され得るようになった土地の計画的な 人口政策上の大

きな観点にLたがって行なわれる 植民 Besiedlungは国家の任務である。

土地は入植者に世襲借地 Erblehenとして，存立能力ある経営を可能にする

創設条件で割り当てられるべきであるロ

応募者の選抜は，入植者の国家市民的，職業的資格の吟味によって行なわれ

38) G. Feder. ot. cit.. S.，9 
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る。農業者の相続権の な い 息 子 〈 第 7項目制をみよ)は特別に配慮される。

去iJ'んf<主主妻去ゐt主主主主£会舟.:5i担金治良 Grenzland二S凶 lungである。

ζれ はしかしただたんに農民経営の創出だけでは十分に解決されないで，工業

経営 の再編成 Neugruppierungder Industr田betriebe と結びついた，購買力

ある農村都市の発展と関連をもってはじめて解決される。 ζ うしてはじめて，

新設の中小農民経営を存立能力あるものとする販売可能性が創り出される。

増大するドイツ民族のために大規模に扶養=および植民圏を創出することは，

ドイツの対外政策の課題である。」胡

ここでは，農業危機の進展するなかで，植民，なかんずく東部植民 0，包同d

lungによってエルベ川以東の土地所有関係を改革し， ひいては産業構造の改

造を志向する潮流の高まりに対応してベ京岳会長志良が重視されているが，

制第7項目仁は「土地所有申齢化と経営の負債負担を避けるように，土地輔議ま単独相続権

によって規制さるべきである」と叙述されてレる (G.Fcdc:r:，噌 cit.，S. 9λ 

40) G. Feder， o.ムe，ム， S. 1肌
41) 第 1/>(世界大戦佳，ポーランドの土地位草をはじめ東欧諸国甲土地政草が展開され，そうした

新たな国際的環境のなかで東部植民が需眉の問題となっている点について，プロイセンの植民専

門家ポンフイツグ Pontickは， 1927年1月l日付の『ベルリン取引所新聞.ll(Berliner Bo四enzei.

tu珂〉新年号において次のように述べた。「東エルベは，いま，いわばヨーロツバ大陸唯一の非

農民的地方である。大経吉の格別の政治的および経済的功績をどんなに重視しても一一大経営を

余すところな〈除去することは愚行であろうが一一一われわれが生き永らえようと枇するならぽ，

われわれの農民的基礎を急速に万難を排して強化する ζ とが肝要である」と(WilhelmFriedrich 
Boyens， Die Geschich向 der白ndlich四 Sied恥ng，Bd. 1， Berlin-Bonn 1950， S. 402)0 1925-

年のボーラソドのヰ地改準法は10年間にわたって年々 20万ヘクタール，合計20C万ヘクターノレ。

船土地面積について土地分割り費施を規定しており， ，東肢の農業構造のこうした盈更とあし、ま

って，土地珂有権にかんする見解の変化が静かに歩み寄ってきた」と指摘されている点に注目す

べきであろう CFriedrichMartin Fiederlein， Der時 utscheOsten und die R4晴如'"Ungen

Bruning， F坤 en，Sch/，旨icher，Inaugural-DissertationWurzburg 19田， S. 271 なお，田辺勝

正『戦後欧州に於ける土地制度改革史論』協調会1935年.256ページ以下を参照せよL
ドイツ社告民主党は 1927年白キール党大会でパ デ Fnt7. R聞品と究リ『 ガ H曲三

Krilgerが起草した農業綱領を採択し，その要求の第1位乙土地配分と内地植民政揮を掲げて，

計百耐土地改革の実施を謡フていた@そこでは，世襲財産 FideikoIllrn四 eおよU類仙の土地集

積の事実上。除去，国民経済的に適正な経営規模一一ドイツの東部〈プロイセン東部およびザク

セン州〉では約百Oヘグタール一一ーを超える土地所合目部分は国または州自公有へ有償で')割譲，

100ヘクタ ノレ以上の山林所有の有償淑用，収用された土地へ新規農業植民 Landwirtschaftliche
Neu凱edlung，隣接j、農地強彊植民 Anliegersiedlung，菜園地縮民 Gartensiedlung等り多様な

形態¢植民が掲げられていた (Vgl. Hans Kruger und Fritz旦aade，Soz日ldenwkれ-atische
A.grarpolitik， Berlm o. J. (1928)， S. 16， 39， 40-42)。
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大上地所有の分割に消極的な姿勢を基調とするゆえに，土地収用の規模もおの

ずから制限されたものとならざるを得ず. 1..-たが司て東部楠民の規模もきした

るものとはなり得ない。 こうして，農業綱領の植民政策は，内地植民として成

功する前提条件を欠落しているため，外国植民 Auslandssi，edlung を志向し，

ショイネマン WaltherScheunemannが指摘したように，全国農村同盟 Rei-

chslandbllndの政策へ旋回することになる山。

し古当し， この農業綱領において，東部植民について，たんなる長良品良だけ

ではなく，工業経営の再編成をともなった産業構造の改造を推進して，新設中

小農民経営の再生産を可能とする市場的条件を整理することが志向されている

点は， ハトッキー Adolfvon Batockiの東部ドイツ産業構造の改造構想を想

起させる。パトッキーは I大経営の入植者村落ヘの分割が農業における営業

機会を若干一一たとえひとがしばしば想定するほど多〈ではなくとも一一増加

させ得るJ43)ことを認めて， 東部における土地分割をともなう農民植民の推進

「東部におけるヨリ広範な工業上旬蛍議機を肯定するが，それよりもむしろ，

会主創り出すこと」叫が決定的に重要である， と主張していた。 つまり， ノ、ト

ッキーは. I農業州にお円る工業経蛍の創出」国一ーし、わゆる「工業植民J'同(In-

ドイツ民主党も1927年の農民綱領において，新規植民 Ne回 iedlungや隣報小農地拡張植民に
よる農民身分自拡大や豊業費働者の小農民への上昇を推進することを要求L.すくな〈とも，
1919年8月11日のドイツ国植民法 Rei品ssiedlungsge田辺によって提示された課題?つまり，
大農場および国有地の土地の 3分。 1の農民地への再転fじならびに適当な沼地や荒地の開墾と
植民を，早急に完遂することが焦眉の問題である ζ とを指示している CRudolfLantzsch， Die 
A.grarpolitik der Deutschen Demokratischen Pat世 i，Berlin 1928， S. 55f.)巴

42) Walther Scheunemann， Der Nationalsozialismus οuellenkritische Stud，回 lsezneγ 

Staaぉ undWirtschaftsauffassung， Berlin 1931， S. 105 

43) Adolf von Batocki， Die Industriearmut des deutschen口stensund ihre Fo¥gen fur die 
SledJung， in; Siedll.出~g und Wirtscl.叫 ift，lahrgang 13. 1932， S. 250 

44) lbid.， S. 250 原文の gesperrtOJ叙述を訳文では傍点であらわした。
45) Adolf von Batodζi und Gerhard Sc.ha.r.k. Bevolken印 :gund~目的chaft in Osttr，叫 ifien.

]ena 1929， 5. 1加 なお，関口尚志「ドイツ革命とファシズムJWi経済学論集』第34哲第2号，
1968年， 51-52ペ ヅおよび同「ヴァイマノレ二ナチス醐の『地域開発』構想J.大野英三住荘一
彦諸国実編『ドイツ資本主義の史的構造』有斐閣1972年I 410-414ヘージを参照せよ。

46) F. M. Fiederle皿 ，op. cit.， S. 283; V gl. Gerhard Schulz， Staatliche S凶tZllng:，;市aßnahm~n
in den deutschen Ostgebieten， in: Staat， Wirτscha.舟 undPolitik in d!町一耳屯nmarer
Refrublik. Festschrift ，fur Heinrich Briining， hrR.g'_ von F_ A_ Hf'rffit>ns und Th.ε000' 
Schieder， Berlin 1967， S. 168f 
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dustriesiedlung) ，ヨリ正確に表現すれば手工業者植民刊ーーによって， 農業就

労機会と並行Lて工業就労機会を計画的に拡大してゆき，こうして生み出され

る均街の Eれた産業構造を土台 Eしてはじめて東部辺境の経済的=文化的発展

が可能となると主張したのである。 このような時論がひとつの有力な政策的構

想、として存在し， ナチ党農業綱領はこうした潮流を汲み取ったものと推定され

得る。

ともあれ，ナチ党農業綱領が東部辺境植民の成功を保証する条件として掲げ

る「工業経営の再編成と結びついた，購買力ある農村都市の発展」岨も， 大土

地所有の支配する東部における土地所有関係の変革とあいまって植民が行なわ

れない限久実現され得ないものであった制。

当時ひとはしばしば，大土地所有が存続し，広範な農民的中間層が欠如した

ことにもとづいていた東エノレベの偏侍した産業構造に対して，農村のなかに繁

栄する工業を発展させたヴュノレテンベルクの産業構造を対比した脚。 ディ ト

リヒ Her皿 annDietrichも， 農村や小都市の静誼な世界を維持した， 均衡の

とれた社会秩序の表象がヴュノレテ γベノレクの社会経済構造のうちに実現iされて

いるものと考え亡， ζれをドイツ全体へ移甘 ζ とを望んだ5九しかし，こ乙ロ

提示される京二ノLAELニノLヲ手ニミノv?という問題を解決する前提条件も， や

』まり， エノレペ川以東の土地所有関係の変革でありた到。

47) Vgl. A. V. Batockl， 0.ρ cit.， S. 251 
48) G. Feder，ゆ cit.，S. 10 傍点はヨ阿者。
49) Vgl. W. Scheunemann， ot. cit.， S. 106 
50) F. M. Flederlem，' 0_ρ. cit.， S. 272 f 

51) Idid.， S. 298 
52) グァイマノレ共和制r:の東こすノレベのユゾカ 的ヰ地所有の解体制向と内地植民政策との関随につ

いて，北条功「ワイマル期のドイツにおける国同植民」川島武宜松田智雄編『国民経由の諸類
型』岩直書Ji51968年， 537-567ベーシを参同せよ. なお，そのばあい， ドイツ社会民主党が1918

年11月13日白プロイセン政府布告にもとづいて要求してきた閣地区域Gutsbezirkeの解体が1927

年12月27日の法骨にもとづいて実施されることになった点lこ止目すべきであろう (Vgl. "Die 

Gutsbezirke verschwinden 1 Ein Erfolg der preusischen Reiuerung.-Zusammenbruch der 
Obstruktion der Rechten hu Landtag.!<， in: Voπ:var官 vom.13， Dezember 1927)。 この領

地区域の解体り歴吏的意義の評価については HansRosenberg， Die Pseudodemokratisierung 
der Rittergutsbesitzerklass巴， in: H. Rosenberg， P.robleme der deutschen晶 zialgeschichte，
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CNJ 農業綱領は，続いて， i4 農民身分は経済的ならびに文化的に向上さ

せられるべきである」叫の叙述において， 国家の課題は以下の 4項目の実現に

あると主張する。

(1) 減税その他の特別措置による農村住民の窮状の緩和。農業負債の進行に

歯止めをかけるために，戦前水準への利子率ゐ岳会止土:b ~1 告 t~テゃ古和日I
する仮{昔のない干渉。

(2) 自説，命えゐ菌室主致命および自由意識的企画良白育成による圏内農業生

産の保護。農産物の価格形成の取引所投機からの遮断と卸L商による農業者の

搾取の禁止。農業協同組合による農産物卸し売りの引き受什の国家的促進。

農業の職業身分的組織による農業の生産費の引き下げと生産の向上， なかんず

く，国家干渉による人工肥料および電力の低廉化。

(3) 農業労働者の職業クツレープの，社会的に公正な労働契約による，農民的

職業協同体への編入。勤勉な農業労働者の入植者への上昇可能性の付与。農業

全体の状態の改善にともなう，農業労働者の虐在寧告主貸金ゐ哉書。園内農業

労働者の状態の改善と離村の阻止により，外白人農業会働宕ゐ抱会冷木長三走

り，将来は禁止されること。

(4) 専門教育の国家的ならびに防業身分的促進と農民的文化の復活問。

こιC，農業協同組合についても言及され，その機能を国家的に促進するこ

とが指示されているとしても，重点はあくまで農業の職業身分的組織の役割に

おかれているo タレが1931年10月に「協同組合D征服を成二品安芸会にしたが

りて試みる」町ことができないことを嘆いたといわれるように， ナチ党農業綱

Frankfurt a. M. 1969. S. 19の見解が傾賦に値するように恩われる〔大野英三「ドイツ資本主

義町歴史的段階JW土地制度史学』第46号， 1970年， 53-54ページを毒照されたい)。 グュノレテγ

ベルグの産業構造については，松田智雄『ドイツ賢本主葺の基礎研究一ーヴュルテンベルク王国

の産業発展ヶー叫岩法曹居1967-年， 187へ ジ以下を重参照せよa

53) G. Feder， op. cit.， S. 10 
54) lb副， S. lOf 綱領の叙述。要約において，傍点を付した箇所は原文の gesperrtによる強調

;三1丈ミカミっ t"，

55) H.. Gies， op. eit.， S. 139. 傍点は号開者.



ナチス白農業綱領 (17) 17 

領lミおける農業協同組合の軽視は，農村同盟とは異なって農業協同組合が1933

年までナチ党農政組織の直接的ないし間接的支配から免れていたこと耐と無関

係ではないように思われる o

ところで，農業綱領はここではじめて，農業労働者の問題を取り上げて，こ

れを農民的職業協同体 BauerlicheBerufsgemei戸 chaftへ編み込もうとし，ま

た，農業労働者の入植による小農民への上昇の可能性を強調する点は，農業綱

領の農民層分解の下層部分に訴えようとする姿勢を示すものとして止目守れて

よし、。

[VJ さいごに，農業綱領は， r5 職業身分的経済組織は農民身分を根本的

に救済し得るものでなlく，ただナチ党り政治的ドイツ解放運動のみがιれをな

し得る」町と主張して， 職業身分的組織は将来の国家において重要な経済的課

題を果たし得るし， ζ の意味では今日すでに準備的作業を行ない得るとしても，

政治的解放闘争は個々の職業身分の観点からではなく，全民族の観点から遂行

されねばならないと叙述する58)u 

III 

1929年恐慌にはじまる「大不況」は，その底流をなした農業危機と絡み合っ

亡， 11月革命当時と対比されるような動乱期を招来し.しかも， 11月革命当時

とは異なって「中間的社会層の総体J59)が変羊的な運動によって捉えられた点

に，この転換期に特徴的な事象が見出される。

この転回点にさいして，経済政策の選択は決定的な重要性をもち， 2つの主

要な争点が形造られてきた。そのひとつは，いうまでもなし不況対策であり，

なかんずし 1931年 1月末に約490万人， 1932年 1月末に約640万人に達した失

56) Ibid.， S. 139 
57) G. Feder. op. cit.， S. 11 
58) Ibld.， S. 12 
59) Fお1.Fiederlein， 0ρcit.， S. 145 
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業問題聞を打開する労働振興政策 Arbeitsbeschaffungspolitikであり61¥ いま

ひとつは， 農業危機の中心地となった東エルベにおける東部救済 Osthilfeと

東部植民 Ostsiedlungであり白うしかも，世界経済恐慌ρ展開過程でとら 2-:>

の争点、が密接に絡み合っていった点に止目さるべきである。

蔵相ディートリヒは. 1931年 8月11日に国会における憲法式典演説で，失j量

出長主食決案として10万戸の看¥i告主主主J、宿良 Vorstadtl凶 eKleinsiedlungの 構

想を提示しており町，東部救済全国委員 Reichskommissarfur Osthilfe ~シュ

ランゲ =ν ュ ニン ゲY Hans Schlange-Schoningenも. 1932年の新年のため

の新聞記者会見で，薮吉方ゐ失業者止E元会議会を白復することが来年度の運命

の問題として，荒廃した整理不能の東部の農場へ「新しい経済形態を引き入れ

る」叫京蔀宿良によってこの焦眉の課題を解決しようとした。 このような京ホ

宿貞1:.5初動車長典Eゐ綜合の構想は，当時の中間層の市民層の闘に広範に拡がっ

ていた縫信を反映したものであった冊。

60) Deutsche Wirtschaftskunde. bearbeitet im Statistis品目1Reichsamt， Berlin 1933， S. 295 
61) 大島通聾「雇用創出政草昭成立J，三国学会雑誌』第67:巻第2.3-号， 1974年"， 15-44へ ジを書

照せよ。
62) 木谷勤「プリューニ γ クの内地植民政策とその失脚JH叫『史学雑誌』第75編第12号， 1966 

年， 1-21ペーシおよび第76編第l号， 1967年. 35-61ベージ，原田薄「ワイマ ル ドイツ賢本

主義申農業政輩之東部援助問題:JIrJ唯物史観』第3号， 196昨， 180-200ページをさしあたって参
問状よ。

63) ディートリヒの構想では，各入植者保有地位， 定の規格で建築される主に木造の住居と2-4

モルケ~":/OJI土地から成っていて，入植者としては，入植地の建設に協闘する鼠古のある適当な失

業主が想定されており，都市周辺の農場が植民にあてbれる。公有地のばあいには，所有関保は

現状りままに維持されて，そり車拝'0ために費用はかからないりで，計画は材料貸としてよ戸当

り約2，000マルグ， したがって10万戸の計画全体について約2億マルクを計上した. テイ トリ
ヒはベルりン，ルール地方およびザクセン白工業中心地の周辺においてこの都市近郊4、植民を実

施することを予定した (F.M. Fied町 lein，o，ρcit.，S. 306 fλ 
64) F.. M. Fiederlein， o.ρcit.， S. 314 

日) lbid.， S. 314 毛色より，東部植民と労働振興との綜合の構想といっても一義的に明確なもの

ではなしなかんずし東部植民をどりように推進するかをめぐって多様な形態が存在し得たが，

この構想。基礎には総じて当面する失業を構造的失業 StruktualleAIl回 tslosigktitとして捉

える視点が伏在していた (Vgl.F. M. Fiederlein. op. cit.， S. 294)。つまり，世界経済恐慌は

第11欠世界大戦の生み落した世界経済の構造韮動にもとづくものであって，との構造変動を主要

因とする構造的失業に直面しているも Dと理解されたのであり，こうした性格り失業を植民な

かんずし東部植民によって解決する乙とが志向されたのであった巴このばあし、世界経済の構
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ナ ヲ 党 は ， 従 来 の 利 了 飢隷制の打破に代って労働

この不況対策を農本主義的な地域開発と連結さ官

Jトチスの農業桐恒

このような状況のなかで，

し出し押に面前を画計興振
・
て Uター γ をもたらす構想を提示Lた。ナチスの農業綱領もまたこうした構

想と関連して新たな展開をあたえられる ζ とになる。

この 新Lい路線は，

説で提示されたが同， 同年7月31日の国会選挙に向けで発表された「ナチ党経

済緊急綱 領J (Wirtscl由 lichesSofortprogramm der N. S. D. A. P.)においてたち

グレゴ ノレ・ y ュトラヴサーの1932年 5月10日の閏会演

いっ℃展開された。

この緊急綱領の扉には，その内容がナチ党員の一切の言論活動の規準となる

ことを述べるナチ党全国組織局長グレゴーノレ・ γ ュトラッサナーの注意、が記され

ているW)。クロノレ GerhardKroIlはこの緊急綱領をシ品トラッサ-i岡領と称

造変動や構造的共書きをどう捉えるかについてTーもい司て検討する必要があ匂， 世界辞習恐慌の

分析視点如何が関われねばならないが，世界経済恐慌をたんなる 時的な控荷の控乱の所産とし
て担える視点から 失業問題を植民，なかんずし軍部植民によって解決しようとする構想に対
して，レプケ WilhelmRopkeやパ デは否定的な評価を提示した (F:M. Fiedeτlein，ゅ

cit.， S. 300f.) "たとえば，パ チの植民間亜の経済分析によれば次のようである。

植民は長期投資であって，そこで生リ産される農産物が販売されなければならない.しかし， ド

イツは家畜や肉や般物で日ぼ100%の食糧自給に近づいているから， 長皇居捕の価栴形成に対する

決定的要因は消費者大衆申購買力である。この購買力は経済疋〈慌が克服されるならば高まるであ
ろうが 所得のう向食種への主出の害合は相対的に砥下してゆくであろ正したがって，食糧牛

産に携わる人口の割合も逓減してゆくはずである。 Lかも，佳済恐慌が克服されて，労働市場の
状態が回d宣すれば， 農業労働岩のみでた〈農民の家族水離村に担えられるであろう， と (Fritz
Baade， Die Zukunft der 1叩 dwirtschaftlichenSiedlung， in: Die Gιsellschaft， IX. Jahrgang 
NI. 6， 1932， S. 489-501)内 こうしで. r農業危機がたまたま途方もなレ全般的恐慌や数百万人

の大量失業と重なり合わなかったとすれば，植民にかんする決定はまったく 義的に否定的な結
果に終るに相違ないであろう」と主張して (F.Baade，噌 cit.，S. 503)，パ デは経済的視点か

ら植民を拒否し，これをただ社会市的ならびに心理的な緩和手段として白み容認したにすぎない。

他面で 全国農村同盟に代書される大七地所有者は，安部救商事ィ要請したが，部分的であって

も土地改革につながる可能性のある東部植民を拒否する立場から，東部植民と皆働振興との綜合
の構帽に対して否定的な態度守とった CVgl. F. M. Fiederlein，噌口~t.. s. 304)~ 

問題は， 1929年恐慌にはじまる「大不況」をどのように克服するかという問題目，農業危機の
鋭化するさなかに改めて解決を迫った農業=土f也問題と結み合っていた点にあり，たんなる量気

対策の問題として捉えられてはならない。

66) Arbeit imd Brot! Reichstagsrede des nat.=soz. Abg. Gregor Straser am 10. Mai 1932， 

Kampfschrift Heft 12， Munchen 1932， 31 S 大野英二「ヒルヲァーディングとジュトラッサ

J ~経済論議』第105巻第1 ・ 2 ・ 3合併号， 1970午. 90-95ヘ ヅを参照されたい。

67) W師 '$chaftlichesSofo同~þrogramm-der. N. S. D. A. P.， ausgearbeitet von cler Hauptab 
出 lungIV (Wirtschaft) der Reichsorganisationslcitung dcr N. S. D. A.， P.， Kampfschrift 
16. Munchen 1932. S. 2 
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し伺"私もそのように叙述したことがあるカ~69) 緊急綱領はむしろその扉の下

段に責任者として明記されているレンテルン Adrianvon Renteln の起草に

かかわるものとする推定70)が妥当であるように思われる。

緊急綱領は i失業は困窮をもたらし， 労働はパンを産み出すJ71}の言葉か

らはじ主句， ドイツが直面する「失業や困窮や赤字経済は， 完全な方向転換

Umkehrが行なわれない限り，ますます悪化し，一般的状態はますます絶望的

になるに相違なく，ただ計画的な労働振興のみが方向転換をもたらし得る」切

と叙述して，労働振興政策を主軸にすえる。

この労働振興に必要な生産手段をドイツは所持しており，むしろ現在の経済

の病根は生産手段の未利用にあり， ドイツ民族の生活必需品さえ充足されてい

ない現状にあって，過剰生産について論じ得られないことが主張されたうえで，

労働振興によって拡大される生産は，白内市場に販路を見出すべきであり，そ

のためには，従来の輸出市場重視の経済政策から園内市場重視の経済政策への

転換がなされるべきことが強調される。

「従来の経済政策はなかんずくドイツの輸出を上昇させようとして，世界市

場でのわれわれの競争能力のためにドイツの国門市場を破壊した(賃金への圧

迫，外国競争に対する国内生産の不十分な保護〕。この経済政策は完全に挫折し

た。あらゆる努)]にもかかわらず， トイツの輸出は， 1927年平均毎月 12億マノレ

クから1932年はじめの 5か月平均5億690万マノレ究へ低下した。 こうして支配

体制はドイツの園内市場を破壊して，何時に世界市場での販売を失なった。」乃〉

(8) Vgl.G百 'hardKroll， Von品γWelt町出schaftskrise四 rStaa叫 onjunktu1"，Berlin 1958.-

S.426古 グロルは， グレゴーノレ ジェトラッサーがフリ トレンダー=プνヒトノレ Robert

FTledlaender~Prechtl 0)労冊振興政策の構想かb彫響をうけたものと，推定しているロ
69) 大野英二『経済学史』所収前掲論文， 1臼 157ぺ 守口
70) V gl. Gerhard Sょhulz.Die Anfange des totalitaren Masnahmenstaates， in: Karl D.ietrich 

Bracher・WolfgangSauer・GerhardSchulz， Die natwnalsoz叫 listische1¥.晶chte弔問的ung.-

Studien zur ErTichtung des totaJitaren Herrichaftssystems i:n D回出chland1933/34 .. 

Koln und Oph~n' 1962. S 岨1Anm 栗原優『ナヰ党綱領の歴史〔下)J前掲， 12-13へ 判。

71) WirtscJ同ftlichesβofi日-ttrogra刑 間 企rN. S. D. A. P.. S. 6 

72) Ibid.， S. 7 原土ゴジッタの箇所は訳文に時点を付したι 以下同じ。
73) Ibid.， S. 81 
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ここには， クロんによって I国民経済的にみて国民社会主義ほ自由主義から

の完全な方向転換を行なったし，その経済観は基本的にはむしろ重商主義的で

あった」叫と指摘されるような， ナチ重商主義とも呼ばるべき園内市場重視の

路線が提示されている。

このように，圏内市場へ転換するばあい，まず，農業生産を向上させて食糧

自給を達成し，さらに，大衆購買力の拡大，なかんず4各ドイツ人の労働峰が

保証されて，その仕事に相応した，暮らしの立つだけの賃金支払いがなされる

必要がある，と主張されている。ギースがナチスは食糧自給に万能薬を見出し

たと批判するような71農本主義的なアウタルキーへの志向がそこに認められ

るが，このような農村市場の開発を雇用創出中高賃金経済と結びつ円て園内市

場の拡大をもたらすζ とを謡う路線は，いわゆる「体制」 ヴァイマル共和

制一一一批判としては一定の機能を果たし得たであろう。

ところで，農業生産の向上は，大経営の拡大によってではなし独立の中小

農民層の強化と増加によってはじめて達成されるものと Lて，中小農民層重視

の路線が明示される。さ与に，これと関連して，農業生産の向上の一翼を担う

と同時に労働者層の小市民化を推進するために，労働者層が都市周辺に自己

所有住宅 Eigenheimを取得する労働者植民 Arbeitersiedlungによる田園都

市計画が提示されている7G)。

こうして，いま，国家によって大規模に推進さるべき労働振興計画の対象と

なる領域としては，なによりもまず， I土地改良事業 Landeskulturarbeitenに

よるドイツの土地の収穫力の増進。創造的民族の脱プロレタリアイじのために労

働者の自己所有住宅入植地 Eigenheimsiedlungenの建設，工業における労働

者の購買力の強化および労働時間の短縮の実現。園内経済上の交易や東部植民

や大都市の分散を支援するために，交通路や運河等の建設。自由経済の鼓舞の

'(4) G. Kroll， op. ctt:.， S.-456 

75) H. Gies， 0.ρcit.. S; 58 

76) WI出 chaftlichesSo}もrtρrogrammaたrN.8.，1). A. P.， S..9 
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ために生産の 般的な金融J77う以上が列挙される。

最も重視された土地改良事業の内容としては.(a) 排水の必要な面積850方

へクタール. (同泥灰土を入れて改良を必要とする草原や牧場2∞万ヘクター

ノレ. (c) 開墾し得る沼地面積190万へグ Fーノレ， 何) 開墾し得る荒地面積60方

へクタール. (e) 耕地整理により改良を必要とする面積5口日万ヘクタール. (f) 

河川改修，ダムおよび築堤によって獲得される面積，不詳等が掲げられている。

また，労働者植民については，各自己所有住宅に約 1モルケ‘y (4分の 1ヘクタ

ーノレ〕の菜園地が付属し， 入植労働者は国家から40%の補助金を得て，年間40

万戸の建設が計上されていた明。

また，このような国家の労働振興計画の金融にかんしては，き Lあたって，

失業保険や社会扶助の支出が減少し，租税収入や社会保険の分担金収入が増大

するために， ζ の支出減と収入増によって総経費のうちす〈な〈とも 50%は調

達され，さらに土地改良を遂行し，自己所有住宅を取得しようとするひとの

自己資金によって総経費の20-30%が負担されるものとみなされていて，残余

の20-30%が「生産的信用創造」明 (Prod叫dive.Kreditschopfung) によって補充

され，これはなんらイ γフレーシ .Yの危険をともなわないものとキ張きれて

いる。

こうして，緊急綱領は，土地改良事業や労働者植民に重点をおき，労働振興

計画を地域開発の推進や田園都市の建設と連結させ，これを追加的信用創造で

バックアップしつつ，方向転換を招来しようと意図する点に特徴があり，そこ

にはなお:Tチ左派のすぐれて農本主義的な志向が保持されている，といってよ

。
〉

。
画

、し

77) IbUi.. S. 10 
78) Ibid.， S. 10-13 
79) Ibid.. S. 14 
80) 緊急綱領で哲働振興計画の重点は土地改良事業や労間者植民におかれていたのに対t...ヒトラ

ーらナチ党指導面日まむしろ高速自動車道路 Autobahnの建設に関むがあり， ナチ党権力掌握後
り最初の労働振興計画.19ヨ3年6月1日に公布されたラインハルト計画 Rei吐tardt.Pl皿は高速
自動車道路の建設を前面に押し崩した (Vgl. Wilhelm Grotkopp， Die gt;Osse Krise， Dussel 
dorf 1954， S. 282; G. Kroll， op. cit.， S. 461)。
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ところで，植民の問題については，労働者植民のほかに，東方から脅かされ

る東部ドイツに独立の農民層を創出するための東部植民についても叙述きれて

いる制。これは，グレコーノレ 4 ，/ュトラッサーの1932年5月10日の国会演説に

おいて，都市周辺の住宅植民 Heimsiedlung-一一労働者植民一ーとは区別して，

土地改良事業に携わる農村における長良植良 Bl!uerlicheA醐 edlung として

言及されたものにあたる町。こうして，緊急綱領は，労働者植民と並行して，

大規模な土地改良事業の一環として，東部植民を中核とする農民植民の推進を

調っているのであるが，この実現の前提条件として r農業一般の状態の根本

的改善，入植者のために多年にわたる免税，最も低廉な信用，および交通手段

の改善と低廉化による有利な市場の創出」聞が掲げられているにすぎない。 壮

大な規模の土地改良事業が提示されているにもかかわらず，東部植民に関連し

て，当時の主要な争点であった圭泡J!II.舟ゐ由惑にはなんら言及されていない。

したがって，東エノレベにおける土地所有関係の改造は構想されるこ二となしユ

ン月一的大土地所有の利害の根幹に触れる措置は回避されているから，労働振

興計画の重点をなす土地改良事業は，その主軸に大規模な東部植民を含むこと

は許されず，土地収用ではなし沼地や荒地の開墾を前面に押し出す乙とにな

る刷。こうして. 1930午のフテ党農業綱領においては土地政策の主要な項目の

ひとつをなしていた計画的植民，なかんず〈東部辺境植民は. 1932年のナチ党

経済緊急綱領では労働者植民の背景に退けられており，しかも，東部植民は，

労働振興計画の重点をなす土地改良事業に関連させて叙述されないで，交通路

や運河等の建設との関連で言及されているにすぎず町九また，農政上の措置の

81) WirtschaJtliches品。ifortprogγ師 1mder N. S. D. A. P.. S. 10. 28 

82) Arbeit und Brot!， S. 19 
83) íTt.Tirtschaftlichι SOf01τ~progn;l1nrn 品 r N S. D. A. P.， S. 28 

84) こりように土地所有闘悟D改造の構想が欠落している点からみても"1932年6月10日のγ ー~ト

ラッサーの国会簡説が「体制への基本的な信頼を表明してしtるのに対して.;再昔綱領は たん

なる労働創造計画だけではなく.Ai語講孟品三請を唱っているところに重大な椙佳がみられるJ
という理解(栗原優「ナチ党綱領の歴史(下)J前掲.14へ ク，静点は引用者)には，かなり問
題があるように思われる.

85) ~Virtschaftliches 品r"，τ戸'ogram1n der N.丘 D.A. P.. S. 10 
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ひとつとして，人口政策的ならびに民族的な動機から問題とされているにすぎ

ない酎。緊急綱領の内実は I大不況」のきな古、に広範な中間的社会層が希望

を託じたEい弓労働振興と東部植民との綜合の構想を担い得るものではなかっ

たの 1974.9.1端， 1975.2. 1改稿一一

# 小論は昭和49年度文部省科学研究費総合研究「ドイツ資本主義の類型と経済政策」

の研究U成果D一部である。

86) lbid.， S. 28. 


